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度
の
幹
部
研
修
会
の
開
催
要
領
や
役
割
分

担
及
び
都
府
県
本
部
の
参
加
者
数
、
定
期

中
央
省
庁
要
請
行
動
の
班
編
成
と
各
省
庁

別
の
要
望
内
容
を
検
討
し
た
。

今
回
の
幹
部
研
修
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
度
が
見
直
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
の
同
和
学
習
の
内
容
に
違

い
が
あ
る
の
か
学
校
教
育
に
焦
点
を
あ
て

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
要
望
内
容
に
つ

い
て
は
、
各
省
庁
や
関
係
機
関
及
び
地
方

公
共
団
体
で
の
障
が
い
者
の
雇
用
に
つ
い

て
の
水
増
し
問
題
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
・
Ｔ
の
講
師

が
直
接
関
係
の
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー

を
絡
め
て
話
す
こ
と
な
ど
を
議
論
し
た
。

　

自
由
同
和
会
中
央
本
部
（
会
長 

川
上
高

幸
）
で
は
、
５
月
23
日
に
自
由
民
主
党
本

部
に
お
い
て
開
催
し
た
第
33
回
全
国
大
会

で
は
、
平
成
24
年
同
じ
く
自
由
民
主
党
本

部
に
お
い
て
開
催
し
た
第
27
回
以
来
、
久
々

に
決
議
（
案
）
を
上
程
し
、
承
認
し
た
。

　

全
国
大
会
で
の
決
議
及
び
ア
ピ
ー
ル
に

つ
い
て
は
、
重
要
な
事
態
が
惹
起
し
た
場

合
に
限
り
行
う
こ
と
を
平
成
25
年
に
開
催

し
た
中
央
本
部
理
事
会
で
申
し
合
わ
せ
た

こ
と
で
、
第
27
回
全
国
大
会
を
最
後
に
行
っ

て
い
な
か
っ
た
。

旧
同
和
地
区(

部
落)

は
未
来
永
劫
固
定

化
さ
れ
い
つ
ま
で
も
同
和
地
区(

部
落)

と
言
い
続
け
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
。

⒈
旧
同
和
関
係
者
を
選
別
す
る
こ
と
は
、

地
域
の
中
で
平
穏
に
暮
ら
し
て
い
る
関
係

者
と
関
係
者
以
外
の
人
達
に
分
断
を
持
ち

込
む
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
、
行
政
に
よ

る
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
に
な
る
こ
と
。    

以
上

　

自
由
同
和
会
中
央
本
部
で
は
、
9
月
７

日
午
後
1
時
よ
り
大
阪
市
内
の
「
大
阪
ガ
ー

デ
ン
パ
レ
ス
」に
お
い
て
、総
務
委
員
会(

委

員
長 

天
野
二
三
男)

を
開
催
し
た
。

　

天
野
二
三
男
・
委
員
長
の
開
会
の
あ
い

さ
つ
、
担
当
副
会
長
の
上
田
藤
兵
衞
・
副

会
長
の
あ
い
さ
つ
と
続
き
、
天
野
二
三
男
・

委
員
長
が
議
長
で
進
行
さ
れ
、
平
成
30
年
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「
部
落
差
別
解
消
法
」
成
立
を
受
け
て
の

　

条
例
化
を
求
め
る
策
動
に
関
し
、
決
議
（
案
）を
承
認

　

わ
れ
わ
れ
は
、
個
人
給
付
を
含
む
過
去

の
同
和
対
策
や
法
的
に
は
存
在
し
な
い
旧

同
和
地
区
の
指
定
や
旧
同
和
関
係
者
を
選

別
す
る
部
落
の
実
態
調
査
等
を
求
め
る
内

容
の
条
例
化
に
は
断
固
反
対
す
る
。

　

そ
の
理
由
、

⒈
旧
同
和
関
係
者
だ
け
を
優
遇
す
れ
ば
、

市
民
感
情
を
悪
化
さ
せ
、
解
決
の
方
途
に

あ
る
同
和
問
題
の
早
期
解
決
を
妨
げ
る
こ

と
。

⒈
旧
同
和
地
区(

部
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の
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指
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は
、「
部
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差
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消
法
」
が
恒
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あ
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こ
と

か
ら
、
条
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恒
久
化
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指
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さ
れ
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( 前号第 225 号からの続き )

２．産業基盤の確立と就労対策
　旧同和関係事業者は零細で、かつ、建築・土木関係業者が極めて多いという特定の業種に

偏った特有性をもっているので、公共事業が年々減少していくような状況で基盤を確立する

ことは非常に困難ではあるが、合理化や近代化を促進するとともに、生き残りのため共同化

や協業化を進めていく。

　業種転換する場合には、政府が中小・零細業者向けセーフティーネットとして実施してい

る各種融資制度の有効活用や各省庁のホームページで最新の情報等を有効利用するととも

に、都府県や市町村と協議しながら、きめ細かな指導をしていく。

　未就労者に関しては、ハローワークを最大限活用するとともに、規制の緩和により都道府

県も就労の斡旋ができるようになったことと、現在、様々な雇用対策が実施されているので

都道府県と連携を図り、未就労をなくしていく。

　平成 27 年 4 月から「生活困窮者自立支援制度が始まっているので、この制度を積極的に

活用していく。

　また、専門性を取得するために職業訓練や研修・講座などを有効活用し、就労を確保して

いく。特に、世界でも類のない高齢化社会に進んでいることで、介護福祉士やホームヘルパー

が不足しているため、求人の需要が非常に高くなっていることから資格の取得を奨励してい

く。

　農林漁業者については、TTP( 環太平洋戦略的経済連携協定 ) に参加すれば、安い農産品

が輸入されることになるので、付加価値の高いものに移行するとともに、ブランド化を目指

し、インターネットを活用して消費者との直販や販売店との直取引など販路の拡大を図って

いく。このことは、畜産、園芸でも同様であり、漁業については、養殖なども検討していく。

　なお、本格的に導入された「指定管理者制度」では、すべての公共施設を指定管理者に管

理をさせることになっているので、隣保館なども対象になることから、各都府県本部で設置

しているＮＰＯ法人の実情に合った公共施設の指定管理者になり、雇用の促進ができるよ

う、都道府県・市町村と協議していく。

　いずれにしても、最新の情報を得るため中央本部は各省庁と、都府県本部は都府県と緊密

な連携を図り、会員に最新の情報の伝達や相談を行うため、都府県本部内に相談業務を確立

していく。

　また、就職差別をなくし、安定した雇用を確保するため、厚生労働省が 100 名以上の従業

者を有する企業に設置を求めている「公正採用選考人権啓発推進員」との連携を深めていく

と同時に、障がい者の雇用をも促進するため、法定雇用率 ( 常用労働者が 50 人以上の民間

企業は 2.0％ ) を下回る企業については、特に積極的に雇用するよう求めていくが、抜本的

に就職差別をなくすため、ＩＬＯ第 111 号条約の「雇用及び職業における差別に関する条約」

を批准し、国内法を整備するよう厚生労働省に求めていく。
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３．教育・啓発
　教育・啓発については、既に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定されて

おり、国においては基本計画も策定実施されているが、「部落差別解消法」の成立から、こ

の 2つの法律を有効活用し、すべての都道府県、すべての市町村に、この基本計画の策定と

実施を強く求めていくと同時に、現状に即した内容になっていない場合には見直しを強く求

めていく。

　また、基本計画には企業の役割も明記されていることから、厚生労働省が 100 名以上の従

業員を有する企業に設置を求めている「公正採用選考人権啓発推進員」との連携を深め、企

業内の人権研修の充実に努めていくとともに、未設置の企業には、推進員の設置を求めてい

く。

　高等学校の授業料の無償化は、平成 26 年度からは所得制限が取り入れられ、国公私立を

問わず、高校等の授業料の支援として、月額 9,900 円を支給限度額として就学支援金が支給

される制度に変更され、私立高校の場合には、世帯の年収 350 ～ 590 万未満は基本額の 1.5

倍 ( 全日制の場合 14,850/ 月 )、250 ～ 350 万円未満は基本額の２倍 ( 全日制の場合 19,800

円 / 月 )、250 万円未満は基本額の 2.5 倍 ( 全日制の場合 24,750 円 / 月 ) が支払われ、更に、

生活保護世帯や非課税世帯に関しては高校生等奨学給付金制度も設けられているが、高額な

入学金が必要な学校も存在することから、都道府県が実施する高等学校等奨学資金制度の一

層の拡充を求めていく。

　大学・短期大学の奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構や都道府県などでも貸出を

行っており、現在では 5割を超える学生が利用しているといわれている (日本学生支援機構

だけでも 4割を超えている )。

　日本学生支援機構の奨学金は、学力要件がある第 1 種 ( 無利息 ) と、学力要件がない第 2

種 (利息付 )とがあり、第 2種の場合は毎月貸与する金額が、３万円・５万円・８万円・10

万円・12 万円と選択できるようになっているが、平成 30 年度予算要求では、有利子 75 万 7

千人 (5 万 8 千人減 )、無利子 53 万 5 千人 (4 万 4 千人増 ) となり有利子から無利子への流

れが加速している。

　平成 30 年度からは返済不要の給付型奨学資金制度が本格的に始まり、新規として 20,000

人分が計上されているが、月額 2万円 (国公立・自宅 )、月額 3万円 (国公立・自宅外 / 私立・

自宅 )、月額 4 万円 ( 私立・自宅外 ) でしかなく、第 1 種か第 2 種の奨学資金との併用にな

らざるを得ないので、金額の増額を求めていく。

　また、入学時特別増額貸与奨学金も、10 万円・20 万円・30 万円・40 万円・50 万円と、

入学の時に必要な資金も借りることができる。

　国の教育ローン (日本政策金融公庫 )は、利息は高いが 350 万円まで借りることができる。

　これら奨学資金制度を活用し、大学・短期大学の進学率の向上を図っていくと同時に、所

得の格差で教育の格差が生じないよう、大阪市が実施している塾代補助である「教育バウ

チャー制度」を文部科学省に求めていく。
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　なお、低所得で奨学金の返済ができず滞納者が増加していることから、「所得連動返還型

制度」や「返還免除規定」の導入を求めていたが、平成 24 年度からは「所得連動型返還型

無利子奨学資金制度」( 第 1 種 ) が導入され、平成 29 年度からは「新たな所得連動型無利

子奨学資金制度」が導入されたが、これは第1種(無利子)の奨学資金のみが対象で第2種(有

利子 )の奨学資金は対象外なので、第 2種 (有利子 )の奨学資金も導入するよう要請してい

く。

　また、「障がい者基本法」が改正され、インクルーシブ教育が明記され、また、平成 28 年

4 月から「障害者差別解消法」が施行されたことで、すべての学校でバリアフリー化が進み、

車イスでも通学できるようになると思われるが、文部科学省により一層の促進を求めていく

と同時に、児童 ･生徒の人権を侵害する教師の体罰や差別言動が少なからず発生しているこ

とから、教職員に対する人権研修の徹底をも求めていく。

　平成 20 年３月に「人権教育の指導方法の在り方について」( 第３次とりまとめ ) が、平

成 21 年 10 月には「人権教育の推進に関する取組状況の調査結果について」が文部科学省で

まとめられ、各学校に配布されていることから、その実施を求めていくが、その際には、カ

リキュラムには最大限の関心を持ち、人権教育が計画的に実施されるよう働きかける。

　また、導入することに賛否が分かれている学校選択制度については、旧同和関係者が多数

在籍する学校を敬遠するなど、解決しつつある同和問題を逆行させる可能性と、これまでの

学校と地域の一体性が瓦解し、児童生徒が減少する地域は崩壊する可能性もあることから、

導入には断固として反対していく。

　なお、近年各地で始められた小・中一貫教育については、「学校教育法」が改正され平成

28 年 4 月から施行された。その学校の名称は「義務教育学校」になることから、旧同和関

係者が多数在籍する学校を、「義務教育学校」にし、交流を深めて同和問題の解決に繋げて

いく。

４．人権侵害の処理及び被害者の救済
　国家行政組織法の第３条委員会としての「人権委員会」が創設されるまでは、平成 15 年

の３月に 20 年ぶりに改正された「人権侵犯事件調査処理規程」での対応になるが、差別で

の泣き寝入りは絶対にさせないとの強い気持ちで、「人権侵犯事件調査処理規程」を有効に

活用して救済を図っていく。

　多発する学校でのいじめ問題を始めとする様々な人権問題に対処するため、平成 25 年度

からは全国の法務局に、企画担当委員として人権擁護委員が常勤する人権擁護体制の強化が

図られているので、積極的に人権救済を行っていく。

　また、「人権擁護法案」と「人権委員会設置法案」のいずれもが、言論や表現の自由を規

制するものだとの批判が巻き起こり、結果的に成立に漕ぎ着けないでいるので、国民の支持

が得られるようにするため、人権侵害の定義を誰もが分かり易いものに見直す作業を開始す

る。
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さいごに
　LGBT( レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー ) については、メディア

が取り上げることで社会の中に浸透しつつあるが、本来、性的指向の LGB と性自認の Tを並

列にするべきではなく、また、性自認の中でも性同一性障害の人たちへは特に配慮が求めら

れるため、既に、「性同一性障害者の性別の特例に関する法律」が平成 15 年 7 月に成立して

おり、要件を満たせば、家庭裁判所の審判を経て戸籍上の性別を変更できるようになってい

る。

　この要件には、性別適合手術を受けることになっているが、この性別適合手術は公的医療

保険の適用外であったため手術をためらう人が多くいたが、本年 4月からは保険が適用され

るので 3割負担で手術ができるようになる。

　しかし、ホルモン療法を実施している人は保険を使えないことで、限られた人のみが対象

になるが、本年 3月に性別変更をした人が「自分は性同一性障害だと思い込み性別を変更し

たが、変更は誤りだった後悔している」として、再変更を求める裁判を起こし、家裁が認め

られる判断をしたケースがあるように、保険の適用で安易に性転換を行うことへの歯止めに

なると思われる。　

　自由民主党は平成 28 年 2 月に「性的指向・性自認に関する特命委員会」を設置し、この

特命委員会のアドバイザーとして全国 LGBT 理解増進ネットワーク会議の代表世話人の繁内

幸治さんを任命して、LGBT の方々がどのような困難に直面しているのかを把握するための

学習会を何度も重ねた上で、「性的指向・性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すた

めの政府への要望」まとめ政府に提出したことで、各省庁で取り組みが始まっている。

　また、昨年の衆議院議員選挙での政権公約に「性的指向・性自認に関する広く正しい理解

の増進を目的とした議員立法の制定を目指すとともに、各省庁が連携して取り組むべき施策

を推進し、多様性を受け入れていく社会の実現を図ります」と記載したが、自民党内の理解

が進んでいないとして、本年 4月からは週 1回ペースで特命委員会を開催し、党内外や地方

議員を含めて理解を深め、2020 年を目途に立法化を図るとしているが、一日も早く「LGBT

理解増進法」が成立できるよう全国 LGBT 理解増進ネットワーク会議を全面的に支援すると

ともに、併せて、人権侵害の被害者を簡易・迅速・柔軟に救済を図る目的の「人権委員会」

の設置を中心にする新たな内容の「人権擁護法案」が成立できるよう自由同和会の総力を挙

げて取り組むものとする。
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た
ち
が
、
別
々
の
組
織
体
系
を
も
ち
（
研

究
機
関
も
そ
の
組
織
体
系
の
一
部
と
し
て

組
み
込
ま
れ
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
誌
で

自
分
た
ち
の
路
線
の
枠
内
だ
け
で
も
の
を

い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
手
は
自
分
の
属

し
て
い
る
組
織
の
顔
色
を
う
か
が
っ
て
、

そ
の
許
容
範
囲
内
だ
け
文
章
を
書
く
と
い

う
知
的
怠
慢
が
蔓
延
し
て
い
る
」
こ
う
し

た
議
論
の
棲
み
別
れ
は
、
自
分
に
と
っ
て

耳
障
り
の
い
い
意
見
だ
け
聞
き
た
い
と
い

う
読
者
の
期
待
と
も
連
動
し
て
、
「
膨
大

な
ゼ
ロ
」
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。
資

料
セ
ン
タ
ー
通
信
『M

e
m
e
n
t
o

』
１
２
号

（
２
０
０
３
年
４
月
２
５
日
）
に
拙
稿
「
部

落
解
放
に
反
天
皇
制
は
無
用
」
を
掲
載
し
、

ま
た
師
岡
佑
行
氏
に
お
願
い
し
て
そ
れ
へ

の
批
判
論
文
＝
「
反
天
皇
制
は
部
落
解
放

の
核
心
で
あ
る
」
を
掲
載
し
た
の
も
、
そ

う
し
た
部
落
解
放
理
論
の
沈
滞
を
打
破
し

て
、
新
し
い
議
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
意

図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
媒
体
で
、

こ
れ
ほ
ど
相
反
す
る
主
張
が
な
さ
れ
、
そ

れ
な
り
に
論
点
が
噛
み
合
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
議
論
自
体
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り

と
は
い
い
な
が
ら
、
仕
掛
け
人
と
し
て
は

い
さ
さ
か
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
次
第
で

あ
る
。
（
中
略
―
府
連
か
ら
の
辞
任
要
求

の
経
緯
）
私
は
、
『M

e
m
e
n
t
o

』
論
文
に
関

し
て
、
批
判
が
出
る
こ
と
は
当
然
だ
し
、

必
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
辞
任

要
求
を
受
け
よ
う
と
は
全
く
夢
に
も
思
わ

ず
、
驚
き
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
方

面
に
意
見
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
解
放
運
動

に
近
い
人
ほ
ど
「
解
放
同
盟
と
は
そ
う
い

う
組
織
だ
。
」
「
意
見
の
違
い
を
議
論
で
解

決
で
き
ず
、
分
裂
し
て
今
日
ま
で
来
た
。

部
落
解
放
運
動
四
十
年
を
振
り
返
っ
て
㉙

部
落
解
放
に
反
天
皇
制
は
無
用　

９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

灘
本　

昌
久

　

京
都
府
連
五
役
か
ら
の
再
度
の
辞
任
要

求
が
あ
っ
て
、
話
は
い
よ
い
よ
行
き
詰

ま
っ
て
き
た
。
私
は
、
今
回
の
こ
と
に
付

き
、
内
々
に
こ
と
を
進
め
て
き
た
が
、
こ

れ
以
上
舞
台
裏
で
ひ
そ
ひ
そ
話
し
合
っ
て

い
る
の
も
限
界
で
あ
る
と
思
い
、
『
京
都

部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
』
４
８
号
の
コ
ラ
ム
に
「
棲
み
別

れ
て
安
住
す
べ
か
ら
ず
」
と
題
し
て
、
経

過
の
報
告
と
意
見
の
表
明
を
行
っ
た
。

　

当
時
、
『
朝
日
新
聞
』
の
論
壇
時
評
東

大
教
授
藤
原
帰
一
氏
が
面
白
い
こ
と
を
書

い
て
お
ら
れ
た
。
日
本
の
論
壇
は
、
保
守

派
と
進
歩
派
に
別
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
手

に
議
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
自
分
の
聞
き
た
い
論
調
を
期
待
す
る
読

者
が
む
ら
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
交

わ
る
こ
と
が
な
い
。
は
じ
め
か
ら
読
ま
な

い
で
も
分
か
る
よ
う
な
結
論
が
そ
れ
ぞ
れ

に
用
意
さ
れ
て
い
て
、
議
論
に
発
展
も
進

歩
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
、

こ
の
藤
原
氏
の
議
論
を
受
け
て
、
部
落
解

放
運
動
業
界
で
も
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
そ
れ
ぞ
れ
の
雑

誌
が
、
ワ
ン
・
パ
タ
ー
ン
の
論
を
繰
り
返

し
、
読
み
手
が
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
く
と

い
う
の
は
、
総
合
雑
誌
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
部
落
問
題
関
係
の
雑

誌
や
新
聞
で
も
、
そ
う
し
た
マ
ン
ネ
リ
化

は
こ
こ
３
、
４
０
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て

い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
部
落

解
放
同
盟
系
の
人
た
ち
と
共
産
党
系
の
人

今
さ
ら
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
」
「
議
論

し
た
け
れ
ば
、
運
動
の
外
で
や
っ
た
ほ
う

が
わ
ず
ら
わ
し
く
な
く
て
い
い
の
で
は
な

い
か
」
と
い
っ
た
類
の
感
想
を
異
口
同
音

に
語
ら
れ
る
。
逆
に
、
運
動
か
ら
は
距
離

が
あ
り
、
部
落
解
放
運
動
を
民
主
主
義
の

代
表
選
手
の
一
人
と
思
っ
て
い
る
人
ほ

ど
、
「
解
放
運
動
が
そ
ん
な
こ
と
で
は
い

け
な
い
。
灘
本
さ
ん
、
が
ん
ば
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
。
（
中
略
）

と
も
か
く
、
「
気
に
入
ら
な
い
奴
は
追
放

せ
よ
！
」
な
ど
と
い
う
考
え
方
は
、
幼
稚

園
児
が
砂
場
で
喧
嘩
し
て
い
る
に
も
等
し

い
話
で
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
部
落
問
題
研
究
の
全
国
的

拠
点
と
し
て
あ
る
資
料
セ
ン
タ
ー
を
軽
々

に
消
滅
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
、
粘
り
強
く
問
題
解
決
に
あ
た
っ
て
い

き
た
い
と
思
う
。
「
願
わ
く
ば
読
者
諸
氏

の
ご
意
見
を
乞
う
。
」

　

こ
の
コ
ラ
ム
で
と
り
あ
げ
た
こ
と
に
よ

り
、
天
皇
制
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
私

に
辞
任
要
求
が
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
広
く
世
間
に
し
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
知
り
合
い
の
研
究
者

や
一
般
読
者
か
ら
、
多
数
の
意
見
や
感
想

を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
多
く
は
、
今
ま
で

の
部
落
解
放
運
動
に
関
す
る
議
論
の
殻
を

打
ち
破
っ
て
、
お
お
い
に
議
論
を
発
展
さ

せ
て
欲
し
い
と
い
う
前
向
き
の
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
で
も
特
筆
す
べ
き

は
（
こ
れ
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
ま
で
は
、
ま
っ

た
く
面
に
出
て
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

が
）
研
究
者
が
公
然
と
声
を
上
げ
た
こ
と

で
あ
る
。

　

事
態
を
憂
慮
し
た
研
究
者
の
う
ち
、
そ

も
そ
も
私
を
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ

ン
タ
ー
所
長
に
呼
ん
だ
事
務
局
の
一
人
Ｍ

氏
が
、
全
国
の
部
落
解
放
同
盟
系
研
究
機

関
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
研
究
者
に
呼
び
か

け
て
、
２
０
０
４
年
４
月
３
０
日
に
、「
要

望
書
」
を
灘
本
所
長
お
よ
び
、
部
落
解
放

同
盟
京
都
府
連
委
員
長
あ
て
に
送
付
し

た
。
中
身
は
、
今
ま
で
の
京
都
部
落
史
研

究
所
時
代
か
ら
の
実
績
を
考
え
て
、
資
料

セ
ン
タ
ー
の
存
続
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
府

連
と
灘
本
が
話
し
合
い
を
す
る
よ
う
に
要

望
す
る
と
い
う
ご
く
真
っ
当
な
意
見
表
明

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
単
に
常

識
的
な
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
だ
け
を
意
味

し
な
い
。
要
望
書
に
ず
ら
り
と
名
前
を
つ

ら
ね
て
い
る
十
七
人
は
、
日
ご
ろ
部
落
解

放
同
盟
と
友
好
関
係
に
あ
る
研
究
者
、
お

よ
び
都
道
府
県
に
あ
る
部
落
解
放
同
盟
系

の
研
究
機
関
の
事
務
局
長
ク
ラ
ス
の
人
た

ち
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
が
、
部
落
解
放

同
盟
が
組
織
と
し
て
辞
任
を
も
と
め
、
事

と
次
第
に
よ
っ
て
は
、
資
料
セ
ン
タ
ー
を

潰
す
と
息
巻
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

待
っ
た
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
今
ま
で
、

研
究
機
関
の
所
長
が
解
放
同
盟
と
対
立

し
て
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、

多
々
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対

し
て
、
研
究
者
や
研
究
機
関
の
主
力
メ
ン

バ
ー
が
異
議
を
唱
え
た
こ
と
は
前
代
未
聞

で
あ
っ
た
。
こ
の
声
に
京
都
府
連
委
員
長

が
耳
を
傾
け
て
、
生
産
的
な
話
し
合
い
が

も
た
れ
、
天
皇
制
と
部
落
解
放
運
動
に
関

す
る
議
論
が
発
展
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
良

か
っ
た
こ
と
か
。　
　
　
　
　
　

（
続
く
）


